


 

平成 25 年 3 月 19 日(火)、平成 24 年度第 4

回団体連絡会が建産協会議室にて 32 団体等 47

名の出席者のもと開催された。 

まず、富田専務理事の主催者挨拶の後、経済

産業省 製造産業局住宅産業窯業建材課 企画官 

土橋秀義氏より｢今般の経済対策のポイント｣と

いうテーマで講演があった。団体会員等からは

それぞれ事業案内があった。 

 

 

 
講演： 今般の経済対策のポイント 

 
講師：経済産業省 製造産業局住宅産業窯業建材課 企画官 土橋秀義氏 

 

1. ｢エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する

法律案｣の概要 

2. 今般の経済対策のポイント(住宅関係) 

3. 今般の経済対策のポイント(法人向け) 

4. これからの住宅を取り巻く環境整備に関する研究会 

  最終報告書(案)のとりまとめについて 

 

｢省エネ法一部改正案｣については、背景を示したうえで措置事項の概要が解説された。民生部門の

省エネ対策は、住宅･ビルなどエネルギー消費効率アップに資する建築材料等を新たにトップランナー

制度の対象とし、住宅･建築物の省エネ対策を強化する。電力ピーク対策としては、需要家側において、

電力需要のピーク時間帯に、蓄電池やBEMS･HEMS の活用により節電が出来た場合を評価し、省エ

ネ法の努力目標を達成しやすくするべく、その算出方法を見直すといった施策が盛り込まれている旨

が説明された。 

続いて、｢今般の経済対策のポイント｣して、住宅･ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金

やスマートマンション導入加速化推進事業など、省エネルギーやエネルギーマネジメントの促進策が

挙げられた。ほか、消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策(住宅ローン減税措置)や、設備投資等

の活性化支援策、研究開発・試作品開発支援、ベンチャー支援等が説明された。 
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最後に｢これからの住宅を取り巻く環境整備に関する研究会｣については、住宅産業を取り巻く環境

と今後のあるべき姿を、住宅･建築物の省エネ性能強化や中古住宅/リフォーム市場の活性化など、現

在論点を絞って最終報告案を取り纏めている旨の説明があった。 

 

団体会員等からの事業案内

 

一般財団法人日本ウェザリングテストセンター 相沢幸一氏 

旭川新暴露試験場の設置について 

 

 

 

 

 
 

独立行政法人日本貿易振興機構 石田靖博氏 

2013 年度 ジェトロ アセアン･キャラバン事業について 

 

 

 

 

 

 

建産協からの報告・他 

 
1. 平成 26 年度 標準化テーマ募集のアンケートのお願い 

2. 低炭素認定住宅部品検索サイト(案)について 

3. 平成 25 年度団体連絡会の開催予定日 
 第 1 回 6 月 18 日 (火) 
 第 2 回 9 月 19 日 (木) 
 第 3 回 12 月 11 日 (水) 
 第 4 回 3 月 20 日 (木) 




